
 

                          
2021 年 12 月 23 日 

各      位 
会 社 名  東 鉄 工 業 株 式 会 社 
代表者名  代表取締役社長 前 川 忠 生 

（コード番号 １８３５ 東証第１部） 
問合せ先 執行役員経営企画本部経営企画部長 新妻 誠 
       （TEL．03－5369－7611） 

 

 

「東鉄工業グループサステナビリティ基本方針」及び 
「東鉄工業グループ人権方針」等の策定に関するお知らせ 

 

当社は、2021 年 12月 23日開催の取締役会において、「東鉄工業グループサステナビリティ基本方針」、

「東鉄工業グループ人権方針」、「東鉄工業グループ調達・外注方針」、「東鉄工業グループ取引先ガイド

ライン」の策定について決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．東鉄工業グループサステナビリティ基本方針 

当社グループは、「安全で快適な交通ネットワークと社会基盤の創造に貢献する」という経営理念に

基づく環境・社会・ガバナンスへの取り組みが、当社グループの企業価値向上と、持続可能な社会の実

現に資するとの認識のもと、「東鉄工業グループサステナビリティ基本方針」（別紙１）を定め、事業活

動を通じたサステナビリティへの取り組みを実践してまいります。 
 
２．東鉄工業グループ人権方針等 

当社グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、「東鉄工業グループ人権方針」

（別紙２）を制定いたしました。本方針に基づき、当社グループの事業活動において、人権の尊重に

取り組むとともに、人権に対する負の影響の防止・軽減を図ってまいります。 
また、あわせて経営理念、行動憲章並びに持続可能な社会の実現のための「東鉄工業グループサス

テナビリティ基本方針」に基づき、「東鉄工業グループ調達・外注方針」（別紙３）並びに「東鉄工業

グループ取引先ガイドライン」（別紙４）を制定いたしました。事業活動の最重要パートナーであるサ

プライチェーンの皆様に本方針・ガイドラインへのご理解・ご賛同をいただき、持続可能な社会の実

現に向けて取り組んでまいります。 
 

以上 



 
 

東鉄工業グループサステナビリティ基本方針 

 
当社グループは、「安全で快適な交通ネットワークと社会基盤の創造に貢献する」という経営理念に

基づく環境・社会・ガバナンスへの取り組みが、当社グループの企業価値向上と、持続可能な社会の実

現に資するとの認識のもと、「東鉄工業グループサステナビリティ基本方針」を定め、事業活動を通じ

たサステナビリティへの取り組みを実践してまいります。 
 
１．安全で高品質な技術とサービスの提供 

当社グループの最大の強みである、鉄道を軸とした施工技術の維持・向上、技術開発の強化、生産

性の向上に取組み、安全で高品質な技術とサービスをお客様と社会に提供いたします。 
２．地球環境の保全 

事業を通じて排出する CO2 の削減や環境ストレスの低減を推進し、「環境保全」に努めるととも

に、環境負荷の低減に向けたリサイクル事業・緑化事業をはじめとした事業を展開することで、環

境保護推進に取り組んでまいります。 
３．人権の尊重 

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、あらゆる企業活動において人権を尊重します。 
４．働きがいのある職場づくり 

多様な人材が働きがいを感じながら、能力を十分に発揮し、仕事と生活の調和を図り豊かな生活が

できるよう、各種制度の充実と継続的な教育及び能力開発の機会を提供するとともに業務の効率化

を進め、働きやすい職場環境づくりに取り組みます。 
５．協力会社との信頼関係の向上 

当社グループの協力会社の方々を大切なビジネスパートナーと考え、適正な取引と相互の信頼関係

の向上に努めます。 
６．地域社会への貢献 

「良き企業市民」として、地域・社会とのコミュニケーションを積極的に図り、地域社会への貢献

に取り組みます。 
７．コンプライアンスの徹底 

継続的にコンプライアンス体制の強化を図り、法令遵守、誠実かつ適正な取引、適時適切な開示を

徹底し、ステークホルダーから信頼される経営に努めます。 

別紙１ 



 
 
 

東鉄工業グループ人権方針 

 

東鉄工業グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、「東鉄工業グループ人権方

針」を策定し、人権尊重に対する取り組みを推進するとともに、当社グループの役員・従業員（社員、

出向社員、契約社員、派遣社員を含む）並びに協力会社を含めたサプライチェーンに本方針を浸透させ、

人権の尊重及び人権に対する負の影響の防止・軽減に向けて努めてまいります。 

 

１．人権尊重に関する規範・法令の遵守 

当社グループは、「国際人権章典」、国際労働機関（ＩＬＯ）の「労働における基本的原則及び権利に

関するＩＬＯ宣言」など、国際的な人権規範を支持・尊重します。また、「国連ビジネスと人権に関

する指導原則」に則り本方針を策定し、人権尊重に取り組んでまいります。 

 

２．人権尊重の取り組み 

（１）適正な労務管理 

事業活動において、過剰な長時間労働とならないよう適正な人員配置をするとともに、協力会社を含

め強制労働や児童への不当な労働が行われないよう働きかけてまいります。 

（２）ディーセント・ワークの推進 

従業員の適正な評価・処遇や協力会社従業員の地位向上に取り組み、ともに豊かに暮らせる社会を目

指します。                     ※ディーセント・ワーク：働きがいのある人間らしい仕事 

（３）安全の追求 

「安全はすべてに優先する」の経営理念に基づき、当社グループの事業活動に関わる全ての人々の公

衆安全及び労働安全を最優先に取り組んでまいります。 

（４）労働者の権利尊重 

東鉄工業株式会社では、ユニオンショップ協定を労働組合と締結し、原則として一部の管理職を除い

て労働組合に加入しており、労使の対等な関係により、従業員の働きやすい職場環境の改善のため相

互に協力しております。また、団結権、団体交渉権等を尊重いたします。 

（５）差別のない社会の実現 

事業活動において人種、性別、信条、宗教、国籍、性的指向、性自認、年齢、出身地、障害等の差別

やあらゆるハラスメントを排除します。 

（６）教育・研修 

本方針に基づく人権尊重の取り組みが適正に行われるよう教育・研修を通じて周知・浸透してまいり

ます。 

（７）人権デュー・ディリジェンス 

事業活動における人権への負の影響を防止・軽減するため、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを

構築・実施してまいります。また、当社グループの内部通報制度や取引先向けホットラインを活用し、

モニタリングを行ってまいります。 

（８）救済措置 

社内外を問わず人権侵害を疑われる事象が発生した場合には、適切な調査を実施したうえで、本事象

の排除と再発防止に努めてまいります。 

別紙２ 



 
 

東鉄工業グループ調達・外注方針 

 

東鉄工業グループでは、経営理念、行動憲章並びに持続可能な社会の実現のための東鉄工業グループ

サステナビリティ基本方針に基づき、「東鉄工業グループ調達・外注方針」を策定し、事業活動の最重

要パートナーであるサプライチェーンの皆様と誠実かつ適正な取引を行い、相互の信頼関係を構築して

まいります。 

 

１．コンプライアンスの徹底 

法令・社会規範・社内規程などコンプライアンスを徹底し、誠実かつ適正な取引を行います。 

２．公平かつ適正な取引 

公平かつ公正な競争機会を提供してまいります。 

３．人権の尊重 

東鉄工業グループ人権方針に基づき、当社グループの事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重し

てまいります。国内外を問わず、人権尊重を重視している取引先から資材等を調達してまいります。 

４．環境問題への取り組み 

環境問題に強い関心を持ち、環境に配慮した技術や材料等の積極的な活用、調達・外注に努めます。 

５．安全と品質の追求 

事業活動に関わる全ての人々の「安全と職場環境」に配慮するとともに、高い「品質」を追求して

まいります。 

別紙３ 



 
 

東鉄工業グループ取引先ガイドライン 

 

東鉄工業グループの経営理念、行動憲章並びに東鉄工業グループサステナビリティ基本方針に基づく

東鉄工業グループ調達・外注方針を実現するため、「東鉄工業グループ取引先ガイドライン」を策定し

ました。サプライチェーンの皆様に本ガイドラインをご理解・ご賛同いただき、実施頂きますようお願

いいたします。 

 

１．コンプライアンスの徹底 

法令はもとより社会の規範・倫理を遵守するなどコンプライアンスを徹底する。 

２．公正かつ適正な取引 

公正かつ適正な取引を行い、不当な利益供与や不適切な関係を遮断する。 

３．反社会的勢力の排除 

反社会的勢力との一切の関係を排除する。 

４．差別・ハラスメントの排除 

人種、性別、信条、宗教、国籍、性的指向、性自認、年齢、出身地、障害等の差別やあらゆるハラ

スメントを排除する。 

５．強制労働・児童労働の禁止・排除 

強制労働や児童労働の一切を禁止する。また、二次以降の協力会社や調達資材等の製造過程を含め

たサプライチェーンにおいても、強制労働や児童労働などの人権侵害に加担しない。 

６．労働時間の適正管理 

従業員の勤務時間を適正に管理し、過度な長時間労働を排除する。 

７．適切な賃金の支払 

賃金の未払いを禁止するとともに、労働に対する適正な対価の支払いに努める。 

８．環境への配慮 

地球温暖化防止対策、産業廃棄物対策、汚染防止対策、有害物質の適正管理など環境に配慮した事

業活動を推進する。 

９．品質の確保 

当社グループとの対等な関係を構築し、相互の協議・打合せにより、適正な品質を確保する。 

10．情報セキュリティの確保 

個人情報、顧客情報、並びに機密情報を適切に取り扱うほか、情報ネットワークの環境が当社グル

ープを始め、他のネットワークに影響を与えることを常に意識し、情報セキュリティを確保する。 

 

別紙４ 


